
 

 

 

「倉松川逆サイホン部除塵機設備補修工事」 

の最低制限価格の算出方法について 

 

 

「倉松川逆サイホン部除塵機設備補修工事」の最低制限価格の算出根拠となる４項目

（直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、以下のとおり取り

扱うこととします。 

項目 内訳 

１．直接工事費 ・直接工事費 

・製作工事原価×６０％ 

２．共通仮設費 ・共通仮設費 

・製作工事原価×１０％ 

３．現場管理費 ・現場管理費 

・据付間接費 

・設計技術費 

・製作工事原価×２０％ 

４．一般管理費等 ・一般管理費等 

 


